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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板内で定義付けされ、前記基板の非活性領域によりお互いに分離された複数の拡
散領域と、
　前記基板の上を、１つの共通方向に伸びるように定義付けされた複数の線形ゲート電極
トラックとを有し、
　前記線形ゲート電極トラックのそれぞれは、１つ以上の線形ゲート電極セグメントによ
り定義付けされ、
　前記複数の線形ゲート電極トラックのそれぞれは、前記基板の拡散領域と非活性領域の
両方の上を伸びており、隣接する線形ゲート電極セグメントの間の適切な電気的絶縁を確
実にするとともに、前記隣接する線形ゲート電極セグメントの終端の間の分離距離が最小
化されるように定義付けされ、
　前記線形ゲート電極セグメントは、論理ゲート機能を可能にするための可変の長さを持
つように定義付けされ、
　各線形ゲート電極トラックのすべてが、前記１つの共通方向のみに伸びるように形成さ
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記基板は、シリコン基板であることを特徴とする半導体装置。
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【請求項３】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記基板は、シリコンオンインシュレイタ基板であることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記複数の拡散領域のそれぞれは、前記基板の表面と一致した平面に関して２次元的に
変化する形状を持つように定義付けされていることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１記載の半導体装置において、
　多くの拡散領域のそれぞれが矩形となるように、多くの拡散領域の屈曲トポロジが制限
されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記線形ゲート電極セグメントのそれぞれは、前記基板の上の１つの方向に伸びた長さ
を持ち、その長さに沿って実質的に一定の縦断面形状を持つように定義付けされているこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記複数の線形ゲート電極トラック、及び１つ以上の前記線形ゲート電極セグメントは
、お互いに平行になるように定義付けされていることを特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１記載の半導体装置において、
　隣接する線形ゲート電極トラックの間の中心－中心間の距離は、
　前記複数の線形ゲート電極トラックの中の１つ以上の前記線形ゲート電極セグメントの
製造に使用されるマスクの描画に必要なリソグラフィ補正を最小化するために、リソグラ
フィプロセスでの光波の建設的な干渉を最適化するように定義付けされていることを特徴
とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項８記載の半導体装置において、
　前記リソグラフィ補正は、光近接効果補正とレティクル補強技術の１つ又は両方を含む
ことを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１記載の半導体装置において、
　１つ以上の前記線形ゲート電極セグメントは、隣接するセル間の橋渡しを可能にするた
め、セル境界を通って伸びるように定義付けされていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１記載の半導体装置において、
　前記複数の線形ゲート電極トラックは、所定の線形ゲート電極トラック内の隣接する線
形ゲート電極セグメントの終端間の分離のそれぞれが、隣接する線形ゲート電極トラック
内の隣接する線形ゲート電極セグメントの終端間の分離から相殺されるように定義付けさ
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１記載の半導体装置において、
　隣接する線形ゲート電極セグメントの終端間の共通分離距離は、線形ゲート電極トラッ
クのそれぞれの中で利用されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１記載の半導体装置において、
　さらに、前記複数の線形ゲート電極トラックの上で定義付けされた複数の配線層を有し
、
　前記複数の配線層のそれぞれは、所定の配線層内の１つの共通方向に前記基板の上を伸
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びるように定義付けされた複数の線形導電体トラックを含み、
　前記線形導電体トラックのそれぞれは、１つ以上の線形導電体セグメントによって定義
付けされ、
　前記複数の線形導電体トラックのそれぞれは、隣接する線形導電体セグメントの間の適
切な電気的絶縁を確実にしつつ、隣接する線形導電体セグメントの終端間の分離距離が最
小化されるように定義付けされていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　請求項１３記載の半導体装置において、
　所定の配線層内の線形導電体セグメントのそれぞれは、前記基板の上の１つの方向に伸
びた長さを持ち、その長さに沿って実質的に一定の縦断面形状を持つように定義付けされ
ていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１５】
　請求項１３記載の半導体装置において、
　前記複数の線形導電体トラック、及び所定の配線層内の１つ以上の前記線形導電体セグ
メントは、お互いに平行になるように定義付けされていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１６】
　請求項１３記載の半導体装置において、
　隣接する線形導電体トラックの間の中心－中心間の距離は、
　前記複数の線形導電体トラックの中の１つ以上の前記線形導電体セグメントの製造に使
用されるマスクの描画に必要なリソグラフィ補正を最小化するために、リソグラフィプロ
セスでの光波の建設的な干渉を最適化するように定義付けされていることを特徴とする半
導体装置。
【請求項１７】
　請求項１３記載の半導体装置において、
　前記複数の線形導電体トラックは、所定の線形導電体トラック内の隣接する線形導電体
セグメントの終端間の分離のそれぞれが、隣接する線形導電体トラック内の隣接する線形
導電体セグメントの終端間の分離から相殺されるように定義付けされていることを特徴と
する半導体装置。
【請求項１８】
　請求項１３記載の半導体装置において、
　隣接する線形導電体セグメントの終端間の共通分離距離は、所定の配線層内の線形導電
体トラックのそれぞれの中で利用されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項１９】
　請求項１３記載の半導体装置において、
　所定の配線層内の前記複数の線形導電体トラックは、隣接する配線層内の前記複数の導
電体トラックを交差して前記基板の上を伸びるように定義付けされていることを特徴とす
る半導体装置。
【請求項２０】
　請求項１９記載の半導体装置において、
　隣接する配線層の線形導電体トラックは、実質的に垂直にお互いに交差していることを
特徴とする半導体装置。
【請求項２１】
　請求項１３記載の半導体装置において、
　前記複数の線形ゲート電極トラックの上の第１配線層の前記複数の線形導電体トラック
は、前記複数の線形ゲート電極トラックを実質的に垂直に交差して前記基板の上を伸びる
ように定義付けされていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２２】
　請求項１３記載の半導体装置において、
　さらに、前記複数の配線層内の選択された線形導電体セグメントに、前記複数の拡散領
域を接続するように定義付けされた複数の拡散コンタクトを有していることを特徴とする
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半導体装置。
【請求項２３】
　請求項２２記載の半導体装置において、
　隣接する拡散コンタクトの間の中心－中心間分離距離は、隣接する線形ゲート電極トラ
ックの間の中心－中心間分離距離と本質的に等価であり、
　前記複数の拡散コンタクトのそれぞれの中心は、隣接する線形ゲート電極トラックの間
の本質的に中間点に対応する位置で定義付けされていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２４】
　請求項１３記載の半導体装置において、
　さらに、前記複数の配線層内の選択された線形導電体セグメントに、拡散領域の上を伸
びる線形ゲート電極セグメントを接続するように定義付けされた複数のゲート電極コンタ
クトを有していることを特徴とする半導体装置。
【請求項２５】
　請求項２４記載の半導体装置において、
　前記複数のゲート電極コンタクトは、長さと、その長さに沿った実質的に一定の縦断面
形状によって定義付けされた線形形状を持つように定義付けされ、
　前記複数のゲート電極コンタクトのそれぞれは、下を横たわる線形ゲート電極トラック
と実質的に垂直な１つの方向に、その長さが伸びるように配向していることを特徴とする
半導体装置。
【請求項２６】
　請求項２５記載の半導体装置において、
　前記複数のゲート電極コンタクトのそれぞれの長さは、下を横たわる線形ゲート電極セ
グメントを覆うように十分に長いことを特徴とする半導体装置。
【請求項２７】
　基板と、
　トランジスタデバイスの活性領域を定義付けするために、前記基板内で定義付けされ複
数の拡散領域と、
　前記基板の上で１つの共通方向に配向された複数の線形ゲート電極セグメントと、
　前記複数の線形ゲート電極セグメントの共通方向を実質的に垂直な方向に交差するよう
に、前記複数の線形ゲート電極セグメントの上のレベル内に配置された複数の線形導電体
セグメントとを有し、
　前記複数の線形ゲート電極セグメントの多くは、拡散領域の上に配置されており、
　前記拡散領域の上に配置された前記複数の線形ゲート電極セグメントのそれぞれは、前
記拡散領域の上で定義付けされた必要な活性部と、前記拡散領域を越えて前記基板の上を
伸びて定義付けされた画一伸長部とを含み、
　前記複数の線形ゲート電極セグメントは、論理ゲート機能を可能にする可変の長さを持
つように定義付けされ、
　前記複数の線形導電体セグメントは、前記基板の上の共通ライン内の隣接する線形導電
体セグメントの間の終端－終端間スペーシングを最小化するように定義付けされているこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項２８】
　請求項２７記載の半導体装置において、
　前記複数の拡散領域のそれぞれは、前記基板の表面と一致した平面に関して２次元的に
変化する形状を持つように定義付けされていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２９】
　請求項２７記載の半導体装置において、
　隣接する線形ゲート電極セグメントの間の中心－中心間の距離は、
　１つ以上の前記線形ゲート電極セグメントの製造に使用されるマスクの描画に必要なリ
ソグラフィ補正を最小化するために、リソグラフィプロセスでの光波の建設的な干渉を最
適化するように定義付けされていることを特徴とする半導体装置。
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【請求項３０】
　請求項２７記載の半導体装置において、
　前記複数の線形ゲート電極セグメントは、前記基板の上の共通ライン内の隣接する線形
ゲート電極セグメントの間の終端－終端間スペーシングを最小化するように定義付けされ
ていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３１】
　請求項３０記載の半導体装置において、
　前記基板を横断する所定のライン内の隣接する線形ゲート電極セグメントの間の終端－
終端間スペーシングは、前記基板を横断する次のライン内の隣接する線形ゲート電極セグ
メントの間の終端－終端間スペーシングから相殺されることを特徴とする半導体装置。
【請求項３２】
　請求項３０記載の半導体装置において、
　共通の終端－終端間スペーシングは、隣接する線形ゲート電極セグメントの間で使用さ
れることを特徴とする半導体装置。
【請求項３３】
　請求項２７記載の半導体装置において、
　隣接する線形導電体セグメントの間の中心－中心間の距離は、
　１つ以上の前記線形導電体セグメントの製造に使用されるマスクの描画に必要なリソグ
ラフィ補正を最小化するために、リソグラフィプロセスでの光波の建設的な干渉を最適化
するように定義付けされていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３４】
　請求項２７記載の半導体装置において、
　さらに、複数の配線層を有し、
　前記複数の配線層は、隣接する層内の前記複数の線形導電体セグメントを交差するよう
に、前記基板の上を伸びるように定義付けされた複数の線形導電体セグメントを含むこと
を特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　より高い性能とより小さいダイサイズへの要求は、半導体産業が回路チップ面積を２年
ごとに約５０％縮小させることを推進する。チップ面積の縮小は、より新しい技術への移
行という経済的利益をもたらす。５０％のチップ面積縮小は、形状寸法を２５％と３０％
の間で縮小させることで、達成される。形状寸法の縮小は、製造装置と材料を改良するこ
とによって可能になる。例えば、化学機械研磨（ＣＭＰ）の改良は、一部分において、よ
り多層の配線層を可能にしたが、リソグラフィプロセスの改良は、より小さい形状寸法の
達成を可能にした。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　リソグラフィの進化において、最小形状寸法が、形状を露光するのに使用される光源の
波長に近づいたとき、意図しない相互作用が隣接する形状の間に起きた。フォトリソグラ
フィプロセスで使用される光源の波長が、１９３ｎｍに留まっているにもかかわらず、今
日、最小形状寸法は、４５ｎｍ(ナノメートル)に近づいている。最小形状寸法と、フォト
リソグラフィプロセスで使用される光の波長との間の差は、リソグラフィギャップとして
定義される。リソグラフィギャップが大きくなるのに従って、リソグラフィプロセスの分
解能の許容性が減少する。
【０００３】
　マスク上の各形状が光と相互作用して干渉縞が発生する。隣接する形状からの干渉縞は
、建設的または破壊的な干渉を引き起こし得る。建設的な干渉の場合では、求められてい
ない形状が偶然に作られるかもしれない。破壊的な干渉では、必要な形状が偶然に取り除
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かれるかもしれない。どちらの場合でも、特定の形状が意図するのと異なった方法でプリ
ントされ、デバイス故障を引き起こすおそれがある。光近接効果補正（ＯＰＣ）などの補
正方法は、隣接する形状からの影響を予測して、プリントされた形状が望み通りに製作さ
れるようにマスクを修正することを企図したものである。プロセス幾何が縮小して、光相
互作用がより複雑になるのに応じて、光相互作用の予測品質が低下している。
【０００４】
　上記の観点から、半導体デバイスのより小さい形状寸法の方向へ、技術が進歩し続ける
のに、リソグラフィギャップ問題を管理する解決方法が必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態において、半導体デバイスが開示されている。このデバイスは、基板の中で
定義付けした基板と多くの拡散領域を含んでいる。拡散領域は、基板の非活性領域によっ
て、お互いに分離されている。また、そのデバイスは、共通な一方向に基板上をわたるよ
うに定義付けされた多くの線形ゲート電極トラックを含んでいる。それぞれの線形ゲート
電極トラックは、１つ以上の線形ゲート電極セグメントによって定義付けされている。基
板の拡散領域と非活性領域の両方の上をわたる、それぞれの線形ゲート電極トラックは、
隣接する線形ゲート電極セグメントの間の適切な電気的絶縁を確実にする一方、線形ゲー
ト電極トラック内の隣接する線形ゲート電極セグメントの終端の間の分離距離を最小化す
るように定義付けされている。さらに、線形ゲート電極セグメントは、論理ゲートの機能
性を可能にするために可変長を持つように定義付けされている。
【０００６】
　別の実施形態において、半導体デバイスが開示されている。このデバイスは、基板を含
んでいる。多くの拡散領域が、トランジスタデバイスの活性領域を定義付けするために基
板の中で定義付けされている。また、そのデバイスは、基板上の共通な一方向を向いた多
くの線形ゲート電極セグメントを含んでいる。線形ゲート電極セグメントのいくつかは、
拡散領域の上に配列されている。拡散領域の上に配列された線形ゲート電極セグメントの
それぞれは、拡散領域を越えて基板上を伸びるように定義付けされた、拡散領域上をわた
って一様に伸びる部分で定義付けされた、必要な活性部分を含んでいる。さらに、その線
形ゲート電極セグメントは、論理ゲートの機能性を可能にするために可変長を持つように
定義付けされている。その半導体デバイスは、さらに、ゲート電極セグメントの共通方向
を実質的に垂直な方向に交差するように、ゲート電極セグメントの上のレベルの中に配列
された多くの線形導電体セグメントを含んでいる。その線形導電体セグメントの数は、基
板上の共通線の中の隣接する線形導電体セグメントの終端間の間隔を最小化するように定
義付けされている。
【０００７】
　別の実施形態において、ゲート電極コンタクトが開示されている。このゲート電極コン
タクトは、長さと、その長さに沿って実質的に一定の横断面の形状によって定義付けされ
た、線形導電体セグメントを含んでいる。その線形導電体セグメントは、線形導電体セグ
メントが配列された、下にあるゲート電極と実質的に垂直な方向に、その長さが伸びるよ
うに向けられている。線形導電体セグメントの長さは、線形導電体セグメントが下にある
ゲート電極を覆うように、下にあるゲート電極の幅より大きくなるように定義付けされて
いる。
【０００８】
　別の実施形態において、コンタクトレイアウトが開示されている。このコンタクトレイ
アウトは、基板を横切って投影される共通グリッド上で定義付けされる多くのコンタクト
を含んでいる。また、このコンタクトレイアウトは、各コンタクトを囲む共通グリッド上
で定義付けされる多くのサブ解像度コンタクトを含んでいる。サブ解像度コンタクトのそ
れぞれは、コンタクトの解像度を補強しつつ、リソグラフィックプロセスにおけるレンダ
リング（描画）を避けるように定義付けされる。
【０００９】
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　本発明の他の特徴と長所は、添付図面に関連して得られた、本発明の一例として説明し
た、以下の詳細な説明により、より明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下の説明において、本発明の理解を深めるために多くの詳細な説明が示される。しか
し、これらの詳細な説明のいくつか又はすべてがなくても、本発明が実施されることが、
当業者にとって明らかであろう。他の例では、本発明が不必要に不明確とならないように
、よく知られたプロセス操作は、詳細に説明していない。
【００１１】
　一般的に、ダイナミックアレイ・アーキテクチャは、増加し続けるリソグラフィギャッ
プに関連した半導体製造プロセス変動に取り組むために提供される。半導体製造の領域に
おいて、リソグラフィギャップは、定義付けされる形状の最小寸法と、リソグラフィプロ
セスの形状の定義付けに使用される光の波長との差として定義されるが、ここでは、形状
寸法は光の波長よりも小さい。現在のリソグラフィプロセスは、波長が１９３ｎｍの光を
使用する。しかし、現在の形状寸法は６５ｎｍと小さく、近い将来４５ｎｍに達すると考
えられる。寸法が６５ｎｍの場合、その形状は、形状を定義付けするのに使用される光の
波長より３倍小さい。また、光の相互作用の範囲がおよそ５光波長であることを考えると
、当然のことながら、１９３ｎｍの光源で露光される形状は、およそ５＊１９３ｎｍ（１
９６５ｎｍ）の形状の露光の影響から離される。９０ｎｍ寸法形状に対して６５ｎｍ寸法
形状を考えたとき、当然のことながら、１９３ｎｍ光源の１９６５ｎｍの相互作用範囲内
に、９０ｎｍ寸法形状と比較して、およそ２倍の数の６５ｎｍ寸法形状が入るであろう。
【００１２】
　光源の相互作用範囲内の形状の数の増加により、所定の形状の露光に寄与する光の干渉
の制限及び複雑性は、顕著である。さらに、光源の相互作用範囲の中にある形状に関連す
る特定の形状は、発生する光の相互作用の種類に大きく影響する。従来は、設計者は、１
組のデザインルールが満たされていれば、どんな２次元トポロジの形状であっても、本来
、定義することが許されていた。例えば、所定のチップの層（すなわち、所定のマスク）
において、設計者は、お互いの周りを包む屈曲を持つ２次元の変化する形状を定義付けす
るかもしれない。このような２次元の変化する形状がお互いに隣接して配置されたとき、
形状を露光するのに使用される光は、複雑に、通常は考えられない方法で相互作用するで
あろう。形状寸法と相対間隔が小さくなるにつれ、光の相互作用は、増加しつつ、より複
雑かつ予期できないものとなる。
【００１３】
　従来は、設計者が確立したデザインルール・セットに従えば、その結果の製品は、デザ
インルール・セットと関連して一定の確率で量産可能であろう。言い換えると、デザイン
ルール・セットに違反する設計にとって、結果としての製品の量産が成功する確率は未知
である。隣の２次元の変化形状の間の複雑な光の相互作用と取り組むために、成功的な製
品量産の興味において、２次元の変化形状の可能な組み合わせと適切に取り組むことによ
り、デザインルール・セットが大きく拡張される。拡張されたデザインルール・セットの
適用が、おそらく、時間のかかるものとなり、高いものとなり、エラーを起こす傾向にな
り、この拡張されたデザインルール・セットは、すぐに複雑で扱いにくいものになる。例
えば、拡張されたデザインルール・セットは、複雑な検証が必要とされる。また、拡張さ
れたデザインルール・セットは、広く一般に適用できないであろう。さらに、すべてのデ
ザインルールが満たされたとしても、量産歩留まりは保証されない。
【００１４】
　当然のことながら、任意の形をした２次元形状を描画するときのすべての光の相互作用
の正確な予測は、一般に不可能であることがわかる。その上、拡張されたデザインルール
・セットの代わりとして、または組み合わせるものとして、隣接する２次元の変化形状の
間の予期できない光の相互作用を考慮に入れて増加させたマージンを含んで、デザインル
ール・セットもまた、修正されるかもしれない。なぜなら、デザイルールはランダムな２
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次元形状トポロジをカバーするために確立されたものであるので、デザイルールは、大量
のマージンを含ませることができる。デザインルール・セットにおけるマージンの追加は
、隣接する２次元の変化形状をレイアウト部分が含むのを助けるが、そのような全体的な
マージンの追加は、隣接する２次元の変化形状を含まないレイアウトの他の部分に過剰設
計を起こし、そして、チップ面積利用率と電気特性の最適化の減少を導くことになる。
【００１５】
　上記の観点から、半導体製造歩留まりは、設計依存の無拘束の形状トポロジ（すなわち
、お互いに近接して置かれた任意の２次元の変化形状）により生成される不安定性から派
生した特性上の欠陥の結果として減少する。一例として、これらの特性上の欠陥は、正確
にプリントされたコンタクトとヴィアの欠陥、および製造プロセスの不安定性の結果かも
しれない。製造プロセスの不安定性は、ＣＭＰのわん状変形、フォトリソグラフィによる
レイアウト形状の歪み、ゲートの歪み、酸化膜厚さの不安定性、インプラントの不安定性
、及び他の製造関連現象を含むかもしれない。本発明によるダイナミックアレイ・アーキ
テクチャは、上記の半導体製造プロセスの不安定性に取り組むことを目的とする。
【００１６】
　図１は、本発明の一実施の形態において、多くの隣接するレイアウト形状と、レイアウ
ト形状のそれぞれの描画に使用される光強度の代表例を示す図である。特に、３つの隣接
する線形レイアウト形状（１０１Ａ－１０１Ｃ）が、所定のマスク層の中で、実質的に平
行関係に配列されたものとして描かれている。レイアウト形状からの光強度の分布は、シ
ンク関数として表されている。シンク関数（１０３Ａ－１０３Ｃ）は、各レイアウト形状
（１０１Ａ－１０１Ｃ、それぞれ）からの光強度の分布を表す。隣接する線形レイアウト
形状（１０１Ａ－１０１Ｃ）は、シンク関数（１０３Ａ－１０３Ｃ）のピークに対応した
位置に間隙｛かんげき｝を介して配置されている。隣接する線形レイアウト形状（１０１
Ａ－１０１Ｃ）に関する光エネルギ間の建設的な干渉（すなわち、シンク関数（１０３Ａ
－１０３Ｃ）のピーク）は、図示した間隔のあいたレイアウト形状にとって、隣接する形
状（１０１Ａ－１０１Ｃ）の露光を補強するように働く。上記において、図１に示した光
の相互作用は、同期の場合を示す。
【００１７】
　図１に示すように、線形レイアウト形状が適当な間隔を介して規則的な繰り返しパター
ンで定義付けされたとき、種々のレイアウト形状における光エネルギの建設的な干渉は、
それぞれのレイアウト形状の露光を増強するように働く。建設的な光の干渉によりもたら
されたレイアウト形状の露光の増強は、レイアウト形状の充分な描画を得るための光近接
効果補正（ＯＰＣ）及び／又はレティクル増強技術（ＲＥＴ）を使用する必要性を動的に
減少し、排除さえすることができる。
【００１８】
　禁止されたピッチ（すなわち、禁止されたレイアウト形状間隔）は、隣接するレイアウ
ト形状（１０１Ａ－１０１Ｃ）が、別のレイアウト形状と関連してシンク関数の谷を持つ
１つのレイアウト形状配列に関してのシンク関数のピークのような間隔があるときに発生
し、これにより光エネルビの破壊的な干渉を発生する。光エネルギの破壊的な干渉は、所
定の場所が減少されるように焦点が合わせられた光エネルギを発生させる。したがって、
隣接するレイアウト形状に関して有益な建設的な光の干渉を実現するために、シンク関数
のピークの構成的なオーバーラップが発生するような間隔が空けられたレイアウト形状を
予測することが必要である。予期可能なシンク関数のピークの構成的なオーバーラップと
関係するレイアウト形状の増強は、図１のレイアウト形状（１０１Ａ－１０１Ｃ）に示さ
れるように、レイアウト形状が長方形、近似寸法、及び同一方向配向の場合に実現できる
。このように、隣接するレイアウト形状からの共振光エネルギは、特定のレイアウト形状
の露光を増強するのに使用される。
【００１９】
　図２は、本発明の一実施の形態において、ダイナミックアレイ・アーキテクチャを定義
付けするのに使用されるレイアウトの積み重ねの概略を示す図である。当然のことながら
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、図２を参照して記述されるダイナミックアレイ・アーキテクチャを定義付けするのに使
用される生成された層の積み重ねは、ＣＭＯＳ製造プロセスの網羅的な記述を表すことを
意図するものではない。しかし、ダイナミックアレイは標準的なＣＭＯＳ製造プロセスに
基づいて構成されるものである。一般的に言って、ダイナミックアレイ・アーキテクチャ
は、下になるダイナミックアレイ構造の定義付けと、面積占有率と量産性の最適化のため
のダイナミックアレイの組み立てのテクニックの両方を含む。したがって、ダイナミック
アレイは、半導体製造可能性を最適化するために設計される。
【００２０】
　下にあるダイナミックアレイ構造の定義付けに関しては、ダイナミックアレイは、ベー
ス基板２０１の上（すなわち、シリコン基板又はシリコンオンインシュレイタ（ＳＯＩ）
基板の上）の層手段で構成される。拡散領域２０３は、ベース基板２０１の電気的特性を
変える目的で不純物が導入されたベース基板２０１の選択領域を表す。拡散領域２０３の
上に、拡散領域２０３と導電体ラインの間の接続を可能にするための拡散コンタクト２０
５が定義付けされている。例えば、拡散コンタクト２０５は、ソース及びドレイン拡散領
域２０３とそれらに関する導電体ネットとの間の接続を可能にするものとして定義付けさ
れる。また、ゲート電極形状２０７は、拡散領域２０３の上でトランジスタゲートを形成
するものとして定義付けされる。ゲート電極コンタクト２０９は、ゲート電極形状２０７
と導電体ラインとの間の接続を可能にするものとして定義付けされる。例えば、ゲート電
極コンタクト２０９は、トランジスタゲートとそれらに関連する導電体ネットとの間の接
続を可能にするものとして定義付けされる。
【００２１】
　配線層は、拡散コンタクト２０５層とゲート電極コンタクト２０９の上で定義付けされ
る。配線層は、第１メタル（メタル１）層２１１、第１ヴィア（ヴィア１）層２１３、第
２メタル（メタル２）層２１５、第２ヴィア（ヴィア２）層２１７、第３メタル（メタル
３）層２１９、第３ヴィア（ヴィア３）層２２１、及び第４メタル（メタル４）層２２３
を含んでいる。メタル及びヴィア層は、所望の回路接続性の定義付けを可能にする。例え
ば、メタル及びヴィア層は、回路の論理機能が実現されるように、種々の拡散コンタクト
２０５とゲート電極コンタクト２０９の間の電気的接続を可能にする。当然のことながら
、ダイナミックアレイ・アーキテクチャは、特定数の配線層（すなわち、メタル及びヴィ
ア層）に制限されない。一実施形態において、ダイナミックアレイは、第４メタル（メタ
ル４）層２２３を越えて追加の配線層２２５を含むかもしれない。代わりに、別の実施形
態では、ダイナミックアレイは、４つより少ないメタル層を含むかもしれない。
【００２２】
　ダイナミックアレイは、定義付けされることができるレイアウト形状に関して、そのよ
うな層（拡散領域層２０３以外）が制限されるように定義付けされる。特に、拡散領域層
２０３以外のそれぞれ層において、線形レイアウト形状のみが許される。所定の層の線形
レイアウト形状は、一定の垂直断面形状を有し、基板を越えて単一方向に伸びるものとし
て特徴付けられる。したがって、線形レイアイアウト形状は、１次元変位の構成で定義付
けされる。拡散領域２０３は、１次元変位であることは必要とされないが、必要であれば
、それも許される。特に、基板の中の拡散領域２０３は、基板の上表面と一致した平面に
関して２次元的に変化する形状を持つものとして定義付けられることが可能である。一実
施形態において、拡散屈曲トポロジの数は、拡散内の屈曲と、トランジスタのゲート電極
を形成する導電体メタル（例えば、ポリシリコン）の間の相互作用は、予期可能であり、
正確にモデリングできるというように制限される。所定の層の線形レイアウト形状は、お
互いに平行になるように配置される。したがって、所定の線形レイアウト形状は、基板に
わたって共通の方向に、基板と平行に伸びる。種々の層２０７－２２３の線形形状の特定
の構成と関連する必要性は、図３－１５Ｃに関連してさらに説明される。
【００２３】
　下に横たわるレイアウトのダイナミックアレイの方法論は、所定の層の隣接する形の露
光を強化するためのリソグラフィプロセスにおける光波の建設的な光の干渉を使用する。



(10) JP 5260325 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

したがって、所定の層における平行な線形レイアウト形状の間隔は、リソグラフィ補正（
例えば、ＯＰＣ／ＲＥＴ）が最小化され、または排除されるような継続する光波の建設的
な光の干渉の回りで設計される。したがって、従来のＯＰＣ／ＲＥＴベース・リソグラフ
ィプロセスと比較して、ここで定義されるダイナミックアレイは、隣接する形状の間の光
の相互作用を補償するものではなく、隣接する形状の間の光の相互作用を活用するもので
ある。
【００２４】
　所定の線形レイアウト形状の光定常波は、正確にモデル化できるため、所定の層に平行
に配置された隣接する線形レイアウト形状に関する光定常波がどのように相互作用するか
を予測することが可能である。したがって、ある線形形状を露光するのに使用される光定
常波が、その隣の線形形状の露光にどのように寄与するかを予測することが可能である。
隣接する線形形状の間の光の相互作用の予測は、所定の形を描画するのに使用される光が
その隣の形を補強するであろう最適な形状－形状間スペーシングの識別を可能にする。所
定の層の形状－形状間スペーシングは、形状ピッチとして定義される。ここで、ピッチと
は、所定の層における隣接する線形形状の中心－中心間の分離距離である。
【００２５】
　隣接する形状間の所望の露光補強を提供するために、隣同士のすべての形状の最良の描
画を生むように、隣接する形状からの建設的及び破壊的な光の干渉が最適化されるように
、所定の層の線形レイアウト形状は、間隔を空けられる。所定の層の形状－形状間スペー
シングは、その形状を露光するのに使用される光の波長に比例する。所定の形状から光の
波長の約５倍の距離にある各形状を露光するのに使用される光は、ある程度、所定の形状
の露光を補強するように働く。隣接する形状を露光するのに使用される光定常波の建設的
な干渉の活用は、製造装置の能力を最大化し、リソグラフィプロセスの最中の関連する光
の相互作用によって制限されないようにすることが可能になる。
【００２６】
　上述のとおり、ダイナミックアレイは、それぞれの層（拡散以外）の中の形状が、共通
方向に向かって基板上を横断するように平行に配向された線形形状であることを必要とさ
れるという限定的なトポロジを取り入れている。ダイナミックアレイの限定的なトポロジ
で、フォトリソグラフィプロセスの光の相互作用は、マスク上にプリントされた画像は本
質的にレイアウトに描かれた形と一致するように最適化され得る（本質的に１００％の正
確さでレジスト上のレイアウトの変換が達成される）。
【００２７】
　図３Ａは、本発明の一実施の形態において、限定的なトポロジの定義付けを容易にする
ダイナミックアレイに投影される基本グリッドの一例を示す図である。基本グリッドは、
ダイナミックアレイのそれぞれの層内の線形形状を、適切な最適化されたピッチで平行に
配置することを容易にするのに使用することができる。ダイナミックアレイの部分として
物理的に定義付けされていないが、基本グリッドは、ダイナミックアレイのそれぞれの層
上に投影されるものとして考えることができる。また、基本グリッドは、ダイナミックア
レイのそれぞれの層の位置に関して実質的に一致した手段で投影され、これにより形状の
正確な積み重ねと位置あわせを容易にすることが理解されるにちがいない。
【００２８】
　図３Ａの一実施形態において、基本グリッドは、第１参照方向（ｘ）及び第２参照方向
（ｙ）に基づく長方形グリッド（すなわち、デカルト格子）として定義されている。第１
参照方向及び第２参照方向におけるグリッド点－グリッド点間スペーシングは、必要に応
じて、最適な形状－形状間スペーシングでの線形形状の定義付けを可能にするように定義
される。また、第１参照方向（ｘ）におけるグリッド点スペーシングは、第２参照方向（
ｙ）におけるグリッド点スペーシングと異なるようにしてもよい。一実施形態において、
１つの基本グリッドは、全ダイをわたるそれぞれの層内の種々の線形形状の配置を可能に
するために全ダイをわたって投影される。しかし、他の実施形態において、分離された基
本グリッドは、ダイの分離された領域の中の異なる形状－形状間スペーシングの要求を支



(11) JP 5260325 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

持するため、ダイの分離された領域にわたって投影されることができる。図３Ｂは、本発
明の一実施の形態において、ダイの分離領域にわたって投影される分離基本グリッドの一
例を示す図である。
【００２９】
　基本グリッドは、光の相互作用機能を考慮して定義される（すなわち、シンク関数、及
び製造能力。ここで、製造能力は、ダイナミックアレイの製造に利用される製造装置及び
プロセスによって定義される。）。光の相互作用機能に関して、基本グリッドは、グリッ
ド点間のスペーシングが、隣接するグリッド点の上に投影される光エネルギを示すシンク
関数のピークの位置合わせを可能にするように定義される。したがって、リソグラフィッ
ク補強用に最適化された線形形状は、第１グリッド点から第２グリッド点までラインを描
くことによって明示することができる。ここで、ラインは、所定の幅の長方形構造を表す
。当然のことながら、それぞれの層の種々の線形形状は、基本グリッド上のそれらの終点
位置とそれらの幅によって明示することができる。
【００３０】
　図３Ｃは、本発明の一実施の形態において、ダイナミックアレイに適合するように定義
付けされた線形形状３０１の一例を示す図である。線形形状３０１は、幅３０３及び高さ
３０７で定義される実質的に長方形の断面を持つ。線形形状３０１は、長さ３０５方向に
直線的に伸びている。一実施形態において、幅３０３及び高さ３０７で定義された線形形
状の断面は、実質的にその長さ３０５に沿って一定である。しかし、当然のことながら、
リソグラフィック効果は、線形形状３０１の終端の丸めを起こすかもしれない。図３Ａの
第１参照方向（ｘ）及び第２参照方向（ｙ）は、それぞれ、ダイナミックアレイ上の線形
形状の配向の一例を図示している。当然のことながら、線形形状は、第１参照方向（ｘ）
、第２参照方向（ｙ）、及び第１及び第２参照方向（ｘ），（ｙ）に基づいて定義される
対角線方向のいずれかに伸びた長さ３０５を持つように配向されているかもしれない。第
１及び第２参照方向（ｘ），（ｙ）に基づく線形形状の特定の配向にかかわらず、当然の
ことながら、線形形状は、ダイナミックアレイが構成される基板の上の表面と実質的に平
行な平面で定義される。また、当然のことながら、線形形状は、屈曲（すなわち、第１及
び第２参照方向で定義された平面の方向の変化）がない。
【００３１】
　図３Ｄは、本発明の一実施の形態において、ダイナミックアレイに適合するように定義
付けされた線形形状３１７の別の一例を示す図である。線形形状３１７は、底辺幅３１３
、上辺幅３１５、及び高さ３０９で定義される台形の断面を持っている。線形形状３１７
は、長さ３１１の直線方向に伸びている。一実施形態において、線形形状３１７の断面は
、長さ３１１に沿って実質的に均一である。しかし、当然のことながら、リソグラフィッ
ク効果は、線形形状３１７の終端の丸めを起こすかもしれない。図３Ａの第１参照方向（
ｘ）及び第２参照方向（ｙ）は、それぞれ、ダイナミックアレイ上の線形形状の配向の一
例を図示している。当然のことながら、線形形状３１７は、第１参照方向（ｘ）、第２参
照方向（ｙ）、及び第１及び第２参照方向（ｘ），（ｙ）に基づいて定義される対角線方
向のいずれかに伸びた長さ３１１を持つように配向されているかもしれない。第１及び第
２参照方向（ｘ），（ｙ）に基づく線形形状３１７の特定の配向にかかわらず、当然のこ
とながら、線形形状３１７は、ダイナミックアレイが構成される基板の上の表面と実質的
に平行な平面で定義される。また、当然のことながら、線形形状３１７は、屈曲（すなわ
ち、第１及び第２参照方向で定義された平面の方向の変化）がない。
【００３２】
　図３Ｃ及び図３Ｄは、長方形及び台形の断面を持つ線形形状を明示的に説明するが、そ
れぞれ、当然のことながら、他のタイプの断面を持つ線形形状がダイナミックアレイの中
で定義されることが可能である。したがって、一方向に伸びる長さを持ち、第１参照方向
（ｘ）、第２参照方向（ｙ）、及び第１及び第２参照方向（ｘ），（ｙ）に基づいて定義
される対角線方向のいずれかに伸びた長さを持つように配向されるものとして線形形状が
定義される限り、本質的にすべての、線形形状の適合した断面形状の使用が可能である。
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【００３３】
　ダイナミックアレイのレイアウトアーキテクチャは、基本グリッドパターンに従う。し
たがって、拡散内の方向変化が発生する場所、ゲート電極及びメタルの線形形状が配置さ
れる場所、コンタクトが配置される場所、線形形状のゲート電極とメタル形状内のオープ
ンの場所などを表すのにグリッド点を使用することが可能である。グリッド点のピッチ（
すなわち、グリッド点－グリッド点間スペーシング）は、隣接する所定の形状のライン幅
の線形形状の露光が、お互いに補強するように、所定の形状のライン幅（例えば、図３Ｃ
の幅３０３）に設定されるべきである。ここでは、線形形状の中心はグリッド点上にある
。図２のダイナミックアレイの積み重ねと、図３Ａの基本グリッドの一例に関して、一実
施形態では、第１参照方向（ｘ）のグリッド点スペーシングは、必要なゲート電極のゲー
トピッチによって設定される。この同じ実施形態において、第２参照方向（ｙ）のグリッ
ド点ピッチは、メタル１及びメタル３のピッチにより設定される。例えば、９０ｎｍプロ
セス技術において（すなわち、最小形状寸法が９０ｎｍに等しい）、第２参照方向（ｙ）
のグリッド点ピッチは約０．２４ミクロンである。一実施形態において、メタル１及びメ
タル２層は、共通のスペーシング及びピッチを持つであろう。異なるスペーシング及びピ
ッチは、メタル２層の上で使用されることが可能である。
【００３４】
　ダイナミックアレイの種々の層は、隣接する層の線形形状が、それぞれお互いに交差す
るように伸びるように定義付けされる。例えば、隣接する層の線形形状が直交して（お互
いに垂直に）伸びることが可能である。また、１つの層の線形形状が、隣接する層の線形
形状に対してある角度を持って（例えば、４５度で）横切って伸びることが可能である。
例えば、一実施形態において、１つの層の線形形状が第１参照方向（ｘ）に伸び、隣接す
る層の線形形状が、第１参照方向（ｘ）及び第２参照方向（ｙ）に対して対角線方向に伸
びる。当然のことながら、隣接する層の直交する線形形状の配置を持つダイナミックアレ
イの配線接続設計のために、オープンは、線形形状で定義付けすることが可能であり、コ
ンタクト及びヴィアは必要に応じて定義付けされる。
【００３５】
　ダイナミックアレイは、予測できないリソグラフィの相互作用を排除するために、ケイ
アウト形状の屈曲の使用を最小化する。特に、ＯＰＣ又は他のＲＥＴプロセスに先立って
、ダイナミックアレイは、デバイス寸法の制御を可能にするため拡散層の屈曲を許すが、
拡散層の上の層についての屈曲は許されない。拡散層の上のそれぞれの層のレイアウト形
状は、直線的な形であり（例えば、図３Ｃ）、お互いに平行の関係で配置される。レイア
ウト形状の直線的な形と平行配置は、建設的な光の干渉の予測性が量産性を確保するため
に必要であるところのダイナミックアレイのそれぞれの積み重ね層で実現される。一実施
形態において、レイアウト形状の直線的な形と平行配置は、拡散の上のメタル２を介した
それぞれの層で、ダイナミックアレイで実現される。メタル２の上では、レイアウト形状
は、量産性を確実にするのに建設的な光の干渉が必要とされない充分な寸法及び形である
かもしれない。しかし、メタル２の上の描かれたレイアウト形状内の建設的な光の干渉の
存在は、有益であるだろう。
【００３６】
　図４から図１４に、拡散からメタル２までのダイナミックアレイ層の積み上げの一例が
示されている。当然のことながら、図４から図１４に示されたダイナミックアレイは、一
例としてのみ表したものであり、ダイナミックアレイ・アーキテクチャの限定を示唆する
ものではない。ダイナミックアレイは、すべての集積回路設計を本質的に定義付けするた
めに、ここで示された原理に従って使用されることが可能である。
【００３７】
　図４は、本発明の一実施の形態において、ダイナミックアレイの一例の拡散層レイアウ
トを示す図である。図４の拡散層は、ｐ型拡散領域４０１とｎ型拡散領域４０３を示す。
拡散領域は、下にある基本グリッドにより定義付けされるが、拡散領域は、拡散層の上の
層についての線形形状の制限に従わなければならないものではない。拡散領域４０１及び
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４０３は、拡散コンタクトが配置されるように定義付けされた拡散四角４０５を含む。拡
散領域４０１及び４０３は、外来のジョグ又はコーナを含まない。したがって、リソグラ
フィ解像度の使用が改良され、より正確なデバイス抽出の可能になる。さらに、ｎ＋マス
ク領域（４１２及び４１６）及びｐ＋マスク領域（４１０及び４１４）が、（ｘ），（ｙ
）グリッド上に、外来のジョグ又はノッチのない矩形として定義付けされている。この様
式は、より大きな拡散領域の使用を可能とし、ＯＰＣ／ＲＥＴの必要性を排除し、より低
い解像度及びより低いコストのリソグラフィ装置の使用を可能とする（例えば、３６５ｎ
ｍのｉライン照明など）。当然のことながら、図４に描かれた、ｎ＋マスク領域４１６及
びｐ＋マスク領域４１０は、ウェル－バイアスを使用しない一実施形態のものである。ウ
ェル－バイアスを使用する別の実施形態では、図４に示されたｎ＋マスク領域４１６は、
実際はｐ＋マスク領域として定義付けされる。また、この別の実施形態では、図４に示さ
れたｐ＋マスク領域４１０は、実際はｎ＋マスク領域として定義付けされる。
【００３８】
　図５は、本発明の一実施の形態において、ゲート電極層と、図４の拡散層の上及び隣の
拡散コンタクト層を示す図である。ＣＭＯＳ技術の当業者が理解できるように、ゲート電
極形状５０１は、トランジスタゲートを定義付けしている。ゲート電極形状５０１は、第
２参照方向（ｙ）に、ダイナミックアレイをわたって平行関係で伸びる線形形状として定
義付けされている。一実施形態において、ゲート電極形状５０１は、共通の幅を持つよう
に定義付けされている。しかし、別の実施形態では、１つ以上のゲート電極形状が、異な
る幅を持つものとして定義付けされることが可能である。例えば、図５は、他のゲート電
極形状５０１と比較して、より広い幅を持つゲート電極形状５０１Ａを示している。ゲー
ト電極形状５０１のピッチ（中心－中心間スペーシング）は、リソグラフィック補強（す
なわち、隣接するゲート電極形状５０１による共振画像化）の最適化を確実にする間、最
小化される。説明目的のために、ダイナミックアレイをわたって所定のラインを伸びるゲ
ート電極形状５０１は、ゲート電極トラックとして参照される。
【００３９】
　ゲート電極形状５０１は、拡散領域４０３及び４０１を横切って、それぞれｎチャンネ
ル及びｐチャンネルトランジスタを形成する。ゲート電極形状５０１の光学的プリントは
、いくつかのグリッド位置には拡散領域が存在しないにもかかわらず、すべてのグリッド
位置にゲート電極形状５０１を描くことによって達成される。また、長く続くゲート電極
形状５０１は、ダイナミックアレイの内部にあるゲート電極形状の終端でのライン終端シ
ョート効果を改良する傾向にある。さらに、ゲート電極形状プリントは、ゲート電極形状
５０１からすべての屈曲をなくすことで、顕著に改良される。
【００４０】
　ゲート電極トラックのそれぞれは、特定の論理機能を実現するための必要な電気接続を
設けるために、ダイナミックアレイを横切る直線的な横断で、何回も割り込まれる（すな
わち、中断される）であろう。所定のゲート電極トラックに割り込みが必要なとき、割り
込み位置におけるゲート電極トラックセグメントの終端間の分離は、製造能力及び電気的
効果を可能なかぎり考慮に入れて最小化される。一実施形態において、光学的製造可能性
は、共通の終端－終端間スペーシングが特定の層の中の形状間で使用されたときに、達成
される。
【００４１】
　割り込み位置におけるゲート電極トラックセグメントの終端間の分離の最小化は、隣接
するゲート電極トラックから供給されるリソグラフィの補強及び均一性の最大化に役立つ
。また、一実施形態において、隣接するゲート電極トラックに割り込みが必要な場合、隣
接するゲート電極トラックの割り込みは、可能な限り、隣接する割り込み位置が発生する
のを避けるように、それぞれの割り込み位置がお互いに相殺されるように行われる。特に
、隣接するゲート電極トラックの中の割り込み位置が、見えるラインが割り込み位置を通
して存在しないように、それぞれ配置される。ここで、見えるラインは、基板にわたって
伸びるゲート電極トラックの方向と垂直に伸びるものと考えられる。さらに、一実施形態
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において、ゲート電極は、セル（すなわち、ＰＭＯＳ又はＮＭＯＳセル）のトップとボト
ムの境界を通って伸びることが可能である。この実施形態は、隣接するセルの橋渡しを可
能とするであろう。
【００４２】
　さらに図５により、拡散コンタクト５０３は、それぞれの拡散四角４０５で、共振画像
に対する拡散コンタクトのプリントを向上させるものとして定義付けられる。拡散四角４
０５は、拡散コンタクト５０３のパワー及びグランド・コネクション・ポリゴンのプリン
トを向上させるため、すべての拡散コンタクト５０３の周りに存在する。
【００４３】
　ゲート電極形状５０１及び拡散コンタクト５０３は、共通のグリッドスペーシングを分
け合っている。特に、ゲート電極形状５０１の配置は、拡散コンタクト５０３に関連して
２分の１グリッドスペーシングにより相殺される。例えば、ゲート電極形状５０１と拡散
コンタクト５０３のグリッドスペーシングが０．３６μｍであり、拡散コンタクトの中心
のｘ座標が０．３６μｍの整数倍の位置にあるように拡散コンタクトが配置されている場
合、ゲート電極形状５０１のそれぞれの中心のｘ座標引く０．１８μｍは、０．３６μｍ
の整数倍であるべきである。本実施形態では、ｘ座標は、以下のように表される：
　拡散コンタクトの中心のｘ座標＝Ｉ＊０．３６μｍ，ここでＩはグリッド番号；
　ゲート電極形状の中心のｘ座標＝０．１８μｍ＋Ｉ＊０．３６μｍ，ここでＩはグリッ
ド番号。
【００４４】
　ダイナミックアレイのグリッドベースシステムは、すべてのコンタクト（拡散及びゲー
ト電極）が、拡散コンタクトのグリッドの半分の倍数に等しい水平グリッド、及びメタル
１ピッチによって設定される垂直グリッドの上に乗ることを確実にする。上記の例におい
て、ゲート電極形状及び拡散コンタクトのグリッドは、０．３６μｍである。拡散コンタ
クト及びゲート電極コンタクトは、０．１８μｍの倍数の垂直グリッドの上に乗る。また
、９０ｎｍプロセス技術の垂直グリッドは、およそ０．２４μｍである。
【００４５】
　図６は、本発明の一実施の形態において、図５のゲート電極層の上及び隣に定義付けさ
れたゲート電極コンタクト層を示す図である。ゲート電極コンタクト層において、ゲート
電極コンタクト６０１は、上にあるメタル導電ラインへゲート電極形状５０１を接続する
ことを可能にするように描かれている。一般に、デザインルールは、ゲート電極コンタク
ト６０１の最適な配置を規定するであろう。一実施形態において、ゲート電極コンタクト
は、トランジスタのエンドキャップ領域の上部に描かれる。デザインルールが長いトラン
ジスタ・エンドキャップを明記しているとき、この実施形態は、ダイナミックアレイ内の
ホワイトスペースを最小化する。いくつかのプロセス技術において、ホワイトスペースは
、セルの多くのゲート電極コンタクトをそのセルの中心に配置することにより、最小化す
ることができる。また、当然のことながら本発明において、ゲート電極コンタクト６０１
は、ゲート電極コンタクト６０１とゲート電極形状５０１の間のオーバーラップを確実に
するために、ゲート電極形状５０１と垂直の方向にオーバーサイズされている。
【００４６】
　図７Ａは、ゲート電極（例えば、ポリシリコン形状）のコンタクトを作る従来のアプロ
ーチを示す図である。図７Ａの従来の構成において、拡大化された矩形のゲート電極領域
７０７は、ゲート電極コンタクト７０９が置かれるところに定義付けされる。拡大化され
た矩形のゲート電極領域７０７は、ゲート電極内に屈曲距離７０５を生み出す。拡大化さ
れた矩形のゲート電極領域７０７における屈曲は、望ましくない光の相互作用を起こし、
ゲート電極ライン７１１をゆがめる。ゲート電極ライン７１１の歪みは、特に、ゲート電
極の幅がトランジスタ長とほぼ等しいときに問題になる。
【００４７】
　図７Ｂは、本発明の一実施の形態により定義付けされるゲート電極コンタクト６０１（
例えば、ポリシリコンコンタクト）を示す図である。ゲート電極コンタクト６０１は、ゲ
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ート電極形状５０１のエッジをオーバーラップするように描かれており、ゲート電極形状
５０１と実質的に垂直な方向に伸びている。一実施形態において、ゲート電極コンタクト
６０１は、垂直寸法７０３が、拡散コンタクト５０３で使用される垂直寸法と同じになる
ように描かれている。例えば、拡散コンタクト５０３のオープニングが０．１２μｍ四角
であるように指定されている場合、ゲート電極コンタクト６０１の垂直寸法は０．１２μ
ｍで描かれる。しかし、他の実施形態では、垂直寸法７０３が拡散コンタクト５０３で使
用される垂直寸法と異なるように、ゲート電極コンタクト６０１は描かれることが可能で
ある。
【００４８】
　一実施形態において、ゲート電極形状５０１を越えたゲート電極コンタクト６０１の伸
長７０１は、ゲート電極コンタクト６０１とゲート電極形状５０１の間で最大のオーバー
ラップが達成されるように設定される。伸長７０１は、ゲート電極コンタクト６０１のラ
イン終端ショート、及びゲート電極コンタクト層とゲート電極形状層との間のミスアライ
メントを配慮して定義付けされる。ゲート電極コンタクト６０１の長さは、ゲート電極コ
ンタクト６０１とゲート電極形状５０１の間の最大の表面領域コンタクトを確実にするよ
うに定義付けされる。ここで、最大の表面領域コンタクトは、ゲート電極形状５０１の幅
によって定義付けされる。
【００４９】
　図８Ａは、本発明の一実施の形態において、図６のゲート電極コンタクト層の上に定義
付けされたメタル１層を示す図である。メタル１層は、ダイナミックアレイをわたって平
行関係で伸びた線形形状を含むように定義付けされた多くのメタル１トラック８０１－８
２１を含んでいる。メタル１トラック８０１－８２１は、下に横たわる図５のゲート電極
層内のゲート電極形状５０１と実質的に垂直な方向に伸びている。したがって、本実施形
態において、メタル１トラック８０１－８２１は、ダイナミックアレイをわたって第１参
照方向（ｘ）に直線的に伸びている。隣接するメタル１トラック８０１－８２１によって
もたらされるリソグラフィの補強（すなわち、共振画像）の最適化を確実にすると同時に
、メタル１トラック８０１－８２１のピッチ（中心－中心間スペーシング）は、最小化さ
れる。例えば、一実施形態において、メタル１トラック８０１－８２１は、９０ｎｍプロ
セス技術では、約０．２４μｍの垂直グリッドに中心が合わせられている。
【００５０】
　メタル１トラック８０１－８２１のそれぞれは、特定の論理機能を実現するための必要
な電気接続を設けるために、ダイナミックアレイを横切る直線的な横断で、何回も割り込
まれる（すなわち、中断される）かもしれない。所定のメタル１トラック８０１－８２１
が割り込まれることが必要なとき、割り込みの位置におけるメタル１トラックセグメント
の終端間の分離は、可能なかぎり、製造能力と電気的影響を考慮して最小化される。割り
込みの位置におけるメタル１トラックセグメントの終端間の分離の最小化は、隣接するメ
タル１トラックによってもたらされるリソグラフィの補強、及び均一性を最大化するのに
役立つ。また、一実施形態において、隣接するメタル１トラックが割り込まれることが必
要なとき、隣接するメタル１トラックの割り込みは、割り込みの隣接する位置の発生を可
能な限り避けるように、割り込みのそれぞれの位置がお互いに相殺されるように行われる
。特に、隣接するメタル１トラックの中の割り込みの位置は、それぞれ、見えるラインが
割り込みの位置を通して存在しないように配置される。ここで、見えるラインは、基板の
上を伸びるメタル１トラックの方向と垂直に伸びるものと考えられる。
【００５１】
　図８Ａの例において、メタル１トラック８０１はグランドに接続されており、メタル１
トラック８２１は電源電圧に接続されている。図８Ａの実施形態において、メタル１トラ
ック８０１及び８２１の幅は、他のメタル１トラック８０３－８１９と同じである。しか
し、別の実施形態において、メタル１トラック８０１及び８２１の幅は、他のメタル１ト
ラック８０３－８１９の幅より大きい。図８Ｂは、他のメタル１トラックにおいて、他の
メタル１トラック８０３－８１９と比較して、メタル１のグランド及び電源のトラックの
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ためのより幅の広いトラック（８０１Ａ及び８２１Ａ）を有する図８Ａのメタル１層を示
す図である。
【００５２】
　メタル１トラック・パターンは、“ホワイトスペース”（トランジスタによって占めら
れていないスペース）の使用を最適化するように最適に構成されている。図８Ａの例は、
２つに分配されたメタル１トラック８０１及び８２１と、９つのメタル１信号トラック８
０３－８１９を含んでいる。メタル１トラック８０３，８０９，８１１及び８１９は、ホ
ワイトスペースを最小化するためのゲート電極コンタクトトラックとして定義付けされる
。メタル１トラック８０５及び８０７は、ｎチャンネルトランジスタのソース及びドレイ
ンに接続するように定義付けされる。メタル１トラック８１３，８１５及び８１７は、ｐ
チャンネルトランジスタのソース及びドレインに接続するように定義付けされる。また、
９つのメタル１信号トラック８０３－８１９は、接続が必要でない場合は、いずれもフィ
ードスルーとして使用することができる。例えば、メタル１トラック８１３及び８１５は
、フィードスルー接続として構成されている。
【００５３】
　図９は、本発明の一実施の形態において、図８Ａのメタル１層の上及び隣に定義付けさ
れたヴィア１層を示す図である。ヴィア９０１は、メタル１トラック８０１－８２１のよ
り高いレベルの導電ラインへの接続を可能にするヴィア１層で定義付けされる。
【００５４】
　図１０は、本発明の一実施の形態において、図９のヴィア１層の上及び隣に定義付けさ
れたメタル２層を示す図である。メタル２層は、ダイナミックアレイをわたって平行関係
に伸びた線形形状として定義付けされた多くのメタル２トラック１００１を含む。メタル
２トラック１００１は、下に横たわる図８Ａのメタル１層のメタル１トラック８０１－８
２１と実質的に垂直な方向に、及び下に横たわる図５のゲート電極層のゲート電極トラッ
ク５０１と実質的に平行な方向に、伸びている。したがって、本実施形態において、メタ
ル２トラック１００１は、ダイナミックアレイを横切って第２参照方向（ｙ）に直線的に
伸びている。
【００５５】
　隣接するメタル２トラックによりもたらされるリソグラフィ補強（すなわち、共振画像
）の最適化を確実にすると同時に、メタル２トラック１００１のピッチ（中心－中心間ス
ペーシング）は最小化される。当然のことながら、ゲート電極及びメタル１層の実現方法
と同様にして、より高いレベルの配線層で規則性が維持される。一実施形態において、ゲ
ート電極形状５０１のピッチと、メタル２トラックのピッチは、同じである。別の実施形
態において、コンタクトされたゲート電極のピッチ（例えば、間に拡散コンタクトを有す
るポリシリコン－ポリシリコン間スペース）は、メタル２トラックのピッチより大きい。
この実施形態において、メタル２トラックのピッチは、コンタクトされたゲート電極のピ
ッチの２／３又は３／４になるように最適に設定される。したがって、この実施形態にお
いて、ゲート電極トラックとメタル２トラックは、２つのゲート電極トラック・ピッチご
と、及び３つのメタル２トラック・ピッチごとに位置合わせする。例えば、９０ｎｍプロ
セス技術において、コンタクトされたゲート電極トラックの最適なピッチは、０．３６μ
ｍであり、メタル２トラックの最適なピッチは、０．２４μｍである。別の実施形態にお
いて、ゲート電極トラック及びメタル２トラックは、３つのゲート電極ピッチごと、及び
４つのメタル２ピッチごとに位置合わせする。例えば、９０ｎｍプロセス技術において、
コンタクトされたゲート電極トラックの最適なピッチは、０．３６μｍであり、メタル２
トラックの最適なピッチは、０．２７μｍである。
【００５６】
　メタル２トラック１００１のそれぞれは、特定の論理機能を実現するための必要な電気
接続を設けるために、ダイナミックアレイを横切る直線的な横断で、何回も割り込まれる
（すなわち、中断される）ことが可能である。所定のメタル２トラック１００１が割り込
まれることが必要なとき、割り込みの位置におけるメタル２トラックセグメントの終端間
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の分離は、可能なかぎり、製造能力と電気的影響を考慮して最小化される。割り込みの位
置におけるメタル２トラックセグメントの終端間の分離の最小化は、隣接するメタル２ト
ラックによってもたらされるリソグラフィの補強、及び均一性を最大化するのに役立つ。
また、一実施形態において、隣接するメタル２トラックが割り込まれることが必要なとき
、隣接するメタル２トラックの割り込みは、割り込みの隣接する位置の発生を可能な限り
避けるように、割り込みのそれぞれの位置がお互いに相殺されるように行われる。特に、
隣接するメタル２トラックの中の割り込みの位置は、それぞれ、見えるラインが割り込み
の位置を通して存在しないように配置される。ここで、見えるラインは、基板の上を伸び
るメタル２トラックの方向と垂直に伸びるものと考えられる。
【００５７】
　上述のとおり、ゲート電極層の上の所定のメタル層の導電ラインは、第１参照方向（ｘ
）又は第２参照方向（ｙ）のどちらかに一致した方向に、ダイナミックアレイを横断して
もよい。当然のことながら、ゲート電極層の上の所定のメタル層の導電ラインは、第１参
照方向（ｘ）及び第２参照方向（ｙ）に対して対角線方向にダイナミックアレイを横断し
てもよい。図１１は、本発明の一実施の形態において、第１及び第２参照方向（ｘ）及び
（ｙ）に対して第１対角線方向にダイナミックアレイを横断する導電体トラック１１０１
を示す図である。図１２は、本発明の一実施の形態において、第１及び第２参照方向（ｘ
）及び（ｙ）に対して第２対角線方向にダイナミックアレイを横断する導電体トラック１
２０１を示す図である。
【００５８】
　メタル１及びメタル２トラックについて上述したように、図１１及び図１２の対角線方
向に横断する導電体トラック１１０１及び１２０１は、特定の論理機能を実現するための
必要な電気接続を設けるために、ダイナミックアレイを横切る直線的な横断で、何回も割
り込まれる（すなわち、中断される）ことが可能である。対角線状に横断する所定の導電
体トラックが割り込まれることが必要なとき、割り込みの位置における対角線状導電体ト
ラックの終端間の分離は、可能なかぎり、製造と電気的効果を考慮して最小化される。割
り込みの位置における対角線状導電体トラックの終端間の分離の最小化は、隣接する対角
線状導電体トラックによってもたらされるリソグラフィの補強、及び均一性を最大化する
のに役立つ。
【００５９】
　ダイナミックアレイの中の最適なレイアウト密度は、以下のデザインルールの実行によ
って、達成される：
　・少なくとも２つのメタル１トラックがｎチャンネルデバイス領域を横切って設けられ
る；
　・少なくとも２つのメタル１トラックがｐチャンネルデバイス領域を横切って設けられ
る；
　・少なくとも２つのゲート電極トラックがｎチャンネルデバイスに設けられる；及び
　・少なくとも２つのゲート電極トラックがｐチャンネルデバイスに設けられる。
【００６０】
　コンタクト及びヴィアは、リソグラフィの観点から、もっとも困難なマスクになってい
る。これは、コンタクト及びヴィアが、より小さくなり、間隔がより近くなり、ランダム
に分散されていることによるものである。カット（コンタクト又はヴィア）のスペーシン
グ及び密集化は、形状を確実にプリントすることを極端に困難にする。例えば、隣接形状
からの破壊的な干渉縞、又は孤立した形状のエネルギ不足により、カット形状が不適切に
プリントされるかもしれない。カットが適切にプリントされた場合、関連するコンタクト
又はヴィアの製造歩留まり極めて高くなる。サブ解像度コンタクトは、そのサブ解像度コ
ンタクトが消散しない限り、実在のコンタクトの露光を補強することができる。また、サ
ブ解像度コンタクトは、それらが、リソグラフィプロセスの解像度の能力より小さい限り
、どんな形状も持つことができる。
【００６１】
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　図１３Ａは、本発明の一実施の形態において、リソグラフィ補強の拡散コンタクト及び
ゲート電極コンタクトに使用されるサブ解像度コンタクトレイアウトの一例を示す図であ
る。サブ解像度コンタクト１３０１は、それらがリソグラフィシステムの解像度より下で
あるように描かれ、プリントされない。サブ解像度コンタクト１３０１の機能は、共振画
像を通じて、所望のコンタクト位置（例えば、５０３，６０１）の光エネルギを増加させ
るものである。一実施形態において、ゲート電極コンタクト６０１及び拡散コンタクト５
０３の両方がリソグラフィ補強されるようなグリッドに、サブ解像度コンタクト１３０１
が置かれる。例えば、ゲート電極コンタクト６０１及び拡散コンタクト５０３の両方に良
い影響を与えるように、サブ解像度コンタクト１３０１は、拡散コンタクト５０３のグリ
ッドスペーシングの２分の１と等しくなるようなグリッド上に置かれる。一実施形態にお
いて、サブ解像度コンタクト１３０１の垂直方向のスペーシングは、ゲート電極コンタク
ト６０１及び拡散コンタクト５０３の垂直方向のスペーシングに従う。
【００６２】
　図１３Ａのグリッド位置１３０３は、隣接しているゲート電極コンタクト６０１の間の
位置を指示する。製造プロセスにおけるリソグラフィのパラメータによっては、このグリ
ッド位置でのサブ解像度コンタクト１３０１が、２つの隣接しているゲート電極コンタク
ト６０１の間の望ましくないブリッジを生成する可能性がある。ブリッジングが起こりそ
うであるなら、位置１３０３でのサブ解像度コンタクト１３０１を省くことができる。図
１３Ａは、サブ解像度コンタクトが実在する形状に隣接して置かれて、消散されてどこに
もないところの実施形態を示すが、当然のことながら、別の実施形態によって、グリッド
を満たすために、利用可能なそれぞれのグリッド位置にサブ解像度コンタクトを置くこと
が可能である。
【００６３】
　図１３Ｂは、本発明の一実施の形態において、可能な範囲内でグリッドを満たすように
定義付けされたサブ解像度のコンタクトを有する図１３Ａのサブ解像度コンタクトレイア
ウトを示す図である。当然のことながら、図１３Ｂの実施形態は、可能な範囲内で、サブ
解像度コンタクトでグリッドを満たしているが、完全に消散する隣接する形状の間におけ
る望ましくないブリッジングが潜在的に発生する位置に、サブ解像度コンタクトを配置す
るのを避けている。
【００６４】
　図１３Ｃは、本発明の一実施の形態において、種々の形状をしたサブ解像度コンタクト
を利用したサブ解像度コンタクトレイアウトの一例を示す図である。サブ解像度コンタク
トが製造プロセスの解像度の能力より下である限り、別のサブ解像度コンタクト形状を利
用することができる。図１３Ｃは、隣接するコンタクトのコーナに光エネルギの焦点を合
わせるために“Ｘ形状”サブ解像度コンタクト１３０５を使用することを示している。一
実施形態において、Ｘ形状サブ解像度コンタクト１３０５の終端は、隣接するコンタクト
のコーナにおける光エネルギの堆積をさらに高めるために伸びている。
【００６５】
　図１３Ｄは、本発明の一実施の形態において、サブ解像度コンタクトを有する交互位相
シフトマスク（ＡＰＳＭ）の一例を示す図である。図１３Ａのように、サブ解像度コンタ
クトは、拡散コンタクト５０３及びゲート電極コンタクト６０１をリソグラフィ的に補強
するのに利用される。ＡＳＰＭは、隣接形状が破壊的な干渉縞を生成するときに、解像度
を改良するのに使用される。ＡＰＳＭ技術は、マスクを通して隣接形状に移動する光の位
相が１８０度位相ずれるようにマスクを修正する。この位相シフトは、破壊的な干渉を排
除し、コンタクト密度をより高めるのに役立つ。一例として、プラス“＋”印でマークさ
れた図１３Ｄのコンタクトは、第１位相の光波で露光されるコンタクトを表し、マイナス
“－”印でマークされたコンタクトは、“＋”印のコンタクトで使用される第１位相に対
して１８０度位相がシフトされた光波で露光されるコンタクトを表している。当然のこと
ながら、ＡＰＳＭ技術は、隣接するコンタクトがお互いに分離されるのを確実にするため
に利用される。
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【００６６】
　形状寸法が小さくなるに従い、半導体のダイは、より多くのゲートを含むことが可能に
なる。しかし、より多くのゲートが含まれるのに従い、配線層の密度によって、ダイ寸法
が決定されるようになる。配線層におけるこの増大する需要は、配線層の高レベル化を牽
引する。しかし、配線層の積み重ねは、下に横たわる層のトポロジにより部分的に制限さ
れる。例えば、配線層が積み重ねられると、島、隆起、及び溝が発生し得る。これらの島
、隆起、及び溝は、それらを横切る配線ラインの遮断を引き起こすおそれがある。
【００６７】
　これらの島及び溝を軽減するために、半導体製造プロセスは、実質的に平坦な表面上に
各配線層が後から堆積された半導体ウェハの表面を機械的に及び化学的に磨く化学的機械
研磨（ＣＭＰ）処理を利用する。フォトリソグラフィプロセスと同じように、ＣＭＰプロ
セスの品質は、レイアウトパターンに依存する。特に、ダイ又はウェハを横断するレイア
ウト形状の平坦でない分布によって、ある場所では除去されるのには多すぎる材料があり
、他の場所では除去されるには充分な材料がないということになり、これにより、配線厚
さの変動が発生し、配線層の容量及び抵抗で許容できない変動が発生し得る。配線層内の
容量及び抵抗の変動は、設計欠陥の原因となるクリティカルネットのタイミングを変える
かもしれない。
【００６８】
　ディッシングを避けて中心－端間の均一性を改良するために、実質的に均一なウェハト
ポロジが提供されるように、配線の形状がない領域内にダミーフィルが追加されることを
、ＣＭＰプロセスは要求する。従来は、ダミーフィルは、設計の後に配置された。したが
って、従来のアプローチにおいて、設計者はダミーフィルの特性を知らなかった。その結
果、設計の後に置かれたダミーフィルは、設計者によって評価されていないため、設計特
性に悪影響を及ぼすことがある。ダミーフィルの前の従来のトポロジは無拘束である（す
なわち、均一ではない）ので、設計後のダミーフィルは均一にならず、予測不可能である
。したがって、従来のプロセスでは、ダミーフィル領域と隣接する活性ネットの間の容量
性カップリングは、設計者には予測不可能である。
【００６９】
　前述のように、ここで開示されたダイナミックアレイは、すべての配線トラックをゲー
ト電極層から上方向に最大限に満たすことにより、最適な規則性を提供する。１つの配線
トラック内に複数のネットが必要な場合、配線トラックは、最小限に間隔を空けて分けら
れる。例えば、図８Ａのメタル１導電ラインを表すトラック８０９は、それぞれのネット
が特定のトラックセグメントに一致する、同じトラック内に分離された３つのネットを表
している。特に、トラックセグメント間の最適なスペーシングでトラックを満たす２つの
ポリコンタクトネットと１つのフローティングネットがある。トラックを事実上完全に満
たすことは、ダイナミックアレイをわたって共振画像を生成する規則的なパターンを維持
する。また、最大限に満たされた配線トラックを持つダイナミックアレイの規則正しい構
造は、ダイを横断して均等にダミーフィルが配置されることを確実にする。ダイナミック
アレイの規則的な構造は、ＣＭＰプロセスがダイ／ウェハをわたって実質的に均一な結果
をもたらすことを助ける。また、ダイナミックアレイの規則的なゲートパターンは、ゲー
トエッチングの均一性（マイクロローディング）を助ける。さらに、最大限に満たされた
配線トラックと組み合わされたダイナミックアレイの規則的な構造は、設計段階の間及び
製造に先立って、最大限に満たされたトラックについての容量性のカップリング効果を設
計者が解析するのを可能にする。
【００７０】
　ダイナミックアレイは、それぞれのマスク層において、線形形状の寸法及びスペーシン
グ（すなわち、トラック及びコンタクト）を設定するので、ダイナミックアレイの設計は
、製造設備及びプロセスの最大能力に合わせて最適化することができる。すなわち、ダイ
ナミックアレイは、拡散の上のそれぞれの層の規則的な構造で制限されているので、製造
者は、規則的な構成の特定の特徴のための製造プロセスを最適化することが可能である。
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当然のことながら、ダイナミックアレイで、製造者は、従来の制約のないレイアウトに存
在するような、広範囲に変化する任意形状のレイアウト形状の組み合わせの製造調整をす
ることを気にする必要がない。
【００７１】
　製造装置の能力が最適化され得る方法の一例を以下に示す。メタル２のピッチが２８０
ｎｍである９０ｎｍプロセスについて考える。この２８０ｎｍのメタル２ピッチは、装置
の最大能力によって設定されない。むしろ、この２８０ｎｍのメタル２ピッチは、ヴィア
のリソグラフィによって設定される。ヴィアのリソグラフィの問題が除去されることによ
り、装置の最大能力は、約２２０ｎｍのメタル２ピッチを可能にする。したがって、メタ
ル２ピッチのデザインルールは、ヴィアリソグラフィの予期できない光の相互作用を考慮
して、約２５％のマージンを含む。
【００７２】
　ダイナミックアレイ内で実現される規則的な構成は、ヴィアリソグラフィにおける相互
作用の予測不可能性を除去することを可能にし、これにより、メタル２ピッチのマージン
の減少を可能にする。このようなメタル２ピッチのマージンの減少は、高密度の設計を可
能にする（すなわち、チップ面積利用率の最適化が可能になる。）。さらに、ダイナミッ
クアレイによってもたらされる制限された（すなわち、規則的な）トポロジによって、デ
ザインルールのマージンを削減することが可能になる。さらにまた、プロセスの能力を超
えた余分なマージンを減らせるばかりでなく、ダイナミックアレイによる制限的なトポロ
ジは、必要なデザインルールの数を実質的に減らすことも可能にする。例えば、制約のな
いトポロジの典型的なデザインルール・セットは、６００デザインルールより多く持つ。
ダイナミックアレイを使用するデザインルール・セットは、約４５デザインルールを持て
ばよい。したがって、デザインルールに対する設計の解析と検証を行うのに必要とされる
努力は、ダイナミックアレイの制限的なトポロジにより、１０以上のファクタで減少する
。
【００７３】
　ダイナミックアレイのマスク層の所定のトラック内におけるライン終端－ライン終端間
のギャップ（すなわち、トラックセグメント－トラックセグメント間のギャップ）につい
て、わずかの光相互作用が存在する。このわずかの光相互作用は、前もって、識別、予測
、及び正確に補償することができ、ＯＰＣ／ＲＥＴの必要性をめざましく削減し、又は完
全に排除することができる。ライン終端－ライン終端間のギャップにおける光相互作用の
補償は、描かれた形状に関しての相互作用のモデリング（例えば、ＯＰＣ／ＲＥＴ）に基
づく補正とは対照的に、描かれた形状のリソグラフィ的な修正を表す。
【００７４】
　また、ダイナミックアレイで、描かれたレイアウトへの変更は、必要なところのみに行
われる。対照的に、ＯＰＣは、従来の設計フローですべてのレイアウトについて実施され
る。一実施形態において、補正モデルは、ダイナミックアレイのレイアウト生成の部分と
して実施され得る。例えば、限られた数の可能性のライン終端ギャップの相互作用により
、回りの関数として（すなわち、その特定のライン終端ギャップの光相互作用の関数とし
て）定義される特徴を持つラインブレークを挿入するように、ルータはプログラムされ得
る。当然のことながら、ダイナミックアレイの規則的な構成は、頂点を追加するよりむし
ろ頂点を変更することにより、ライン終端が調整されることを可能にする。したがって、
ＯＰＣプロセスによる制約のないトポロジと対比して、ダイナミックアレイは、顕著にコ
ストとマスク製作のリスクを削減する。また、ダイナミックアレイでは設計段階で、ライ
ン終端ギャップ相互作用を正確に予測できるので、設計段階の間における予測されたライ
ン終端ギャップ相互作用の補償は、デザイン欠陥のリスクを増やさない。
【００７５】
　従来の制約のないトポロジにおいて、設計者は、設計依存欠陥の存在のために、製造プ
ロセスについての物理的知識を有していることが必要とされていた。ここで開示したダイ
ナミックアレイのグリッドベースシステムにより、論理設計は、物理的設計から分離する
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ことができる。特に、ダイナミックアレイの規則的な構成、ダイナミックアレイの中で評
価される限られた数の光相互作用、及びダイナミックアレイの設計依存性質により、物理
的ネットリストとは対照的に、グリッドポイントベース・ネットリストを使用して設計を
表現することが可能になる。
【００７６】
　ダイナミックアレイにより、物理的情報の用語で設計を表す必要がない。むしろ、シン
ボリックレイアウトにより、設計を表すことができる。したがって、設計者は、物理的特
徴（例えば、設計寸法）を示す必要なしに、純粋な論理的視野から設計を表すことができ
る。当然のことながら、グリッドベース・ネットリストは、物理的に変換されたとき、ダ
イナミックアレイ・プラットフォームの最適なデザインルールにまさに適合する。グリッ
ドベース・ダイナミックアレイが、新しい技術（例えば、より小さい技術）に移行すると
き、設計表現の中に物理的データが存在しないので、グリッドベース・ネットリストは、
新しい技術に直接的に移行されることができる。一実施形態において、グリッドベース・
ダイナミックアレイシステムは、ルール・データベース、グリッドベース（シンボリック
）・ネットリスト、及びダイナミックアレイ・アーキテクチャを含む。
【００７７】
　当然のことながら、グリッドベース・ダイナミックアレイは、従来の制約のない構成に
ついてのトポロジ関連の欠陥を排除する。また、グリッドベース・ダイナミックアレイの
生産性は、設計と無関係であるので、ダイナミックアレイで達成される設計歩留まりは、
設計と無関係である。したがって、ダイナミックアレイの正当性及び歩留まりは、予め検
証されるので、グリッドベース・ネットリストは、予め検証した歩留まり特性を有するダ
イナミックアレイで達成されることができる。
【００７８】
　図１４は、本発明の一実施の形態において、半導体チップ構成１４００を示す図である
。半導体チップ構成１４００は、そこで定義付けされた多くの導電ライン１４０３Ａ－１
４０３Ｇを持つ拡散領域１４０１を含む半導体チップの部分の一例を示している。拡散領
域１４０１は、少なくとも１つのトランジスタデバイスの活性領域を定義するため、基板
１４０５内で定義付けされている。拡散領域１４０１は、基板１４０５表面に対して任意
の形の領域を覆うように定義付けされることができる。
【００７９】
　導電ライン１４０３Ａ－１４０３Ｇは、基板１４０５の上を共通方向１４０７に伸びる
ように配列されている。また、当然のことながら、多くの導電ライン１４０３Ａ－１４０
３Ｇのそれぞれは、拡散領域１４０１の上を共通方向１４０７に伸びるように制限されて
いる。一実施形態において、基板１４０５の上ですぐに定義付けされた導電ライン１４０
３Ａ－１４０３Ｇは、ポリシリコンラインである。一実施形態において、導電ライン１４
０３Ａ－１４０３Ｇのそれぞれは、伸長する共通方向１４０７に対して垂直な方向の本質
的に同一の幅１４０９を持つように定義付けされる。一実施形態において、導電ライン１
４０３Ａ－１４０３Ｇのいくつかは、他の導電ラインと比較して異なる幅を持つように定
義付けされる。しかし、導電ライン１４０３Ａ－１４０３Ｇの幅に関係なく、導電ライン
１４０３Ａ－１４０３Ｇのそれぞれは、本質的に同一の中心－中心間ピッチ１４１１によ
り、隣の導電ラインから離れて間隔が空いている。
【００８０】
　図１４に示されているように、導電ラインのいくつか（１４０３Ｂ－１４０３Ｅ）は、
拡散領域１４０１の上を伸びており、他の導電ライン（１４０３Ａ，１４０３Ｆ，１４０
３Ｇ）は、基板１４０５の非拡散部分の上を伸びている。当然のことながら、導電ライン
１４０３Ａ－１４０３Ｇは、拡散領域１４０１の上で定義付けされているか否かに関係な
く、それらの幅１４０９及びピッチ１４１１を維持する。また、当然のことながら、導電
ライン１４０３Ａ－１４０３Ｇは、拡散領域１４０１の上で定義付けされているか否かに
関係なく、本質的に同一の長さ１４１３を維持しており、それによって、基板を横断する
導電ライン１４０３Ａ－１４０３Ｇの間のリソグラフィ的な補強を最大化している。この
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ようにして、拡散領域１４０１の上で定義付けされたいくつかの導電ライン（例えば、１
４０３Ｄ）は、必要な活性部１４１５、及び１つ以上の画一伸長部１４１７を含む。
【００８１】
　当然のことながら、半導体チップ構成１４００は、図２－図１３Ｄを参照した上述のダ
イナミックアレイの一部を表している。したがって、当然のことながら、導電ライン（１
４０３Ｂ－１４０３Ｅ）の画一伸長部１４１７は、隣接する導電ライン１４０３Ａ－１４
０３Ｇのリソグラフィ的な補強を提供するために存在する。また、導電ライン１４０３Ａ
，１４０３Ｆ，及び１４０３Ｇのそれぞれは、回路動作を必要とされないかもしれないが
、隣接する導電ライン１４０３Ａ－１４０３Ｇのリソグラフィ的な補強を提供するために
存在する。
【００８２】
　必要な活性部１４１５及び画一伸長部１４１７の概念は、また、より高いレベルの配線
層に適用される。ダイナミックアレイ構成について前述したように、ダイナミックアレイ
内で実現された論理デバイスにより必要な配線接続を可能にするために、隣接する配線層
が基板の上を横方向に（例えば、垂直又は対角線方向に）横断する。導電ライン１４０３
Ａ－１４０３Ｇと同様に、配線層の中の導電ラインのそれぞれは、必要な配線接続を可能
にするために必要な部分（必要な活性部）、及び隣接する導電ラインにリソグラフィ的な
補強を提供するために不必要な部分（画一伸長部）を含むことができる。また、導電ライ
ン１４０３Ａ－１４０３Ｇと同様に、配線層の中の導電ラインは基板の上の共通方向に伸
びており、本質的に同一の幅を持ち、本質的に一定ピッチによりお互いに間隔が空いてい
る。
【００８３】
　一実施形態において、配線層内の導電ラインは、ライン幅とラインスペーシング間の同
一比率に本質的に従う。例えば、９０ｎｍでは、メタル４ピッチは２８０ｎｍであり、ラ
イン幅及びラインスペーシングはそれぞれ１４０ｎｍに等しい。もし、ライン幅がライン
スペーシングに等しいのであれば、より広い導電ラインを、より広いラインピッチでプリ
ントすることができる。
【００８４】
　ここで記述された発明は、コンピュータ読み取り可能な媒体上で、コンピュータ読み取
り可能なコードとして具体化することができる。コンピュータ読み取り可能な媒体は、デ
ータを格納することができ、後からコンピュータシステムによって読み出されることが可
能な、いかなるデータストレージデバイスであってもよい。コンピュータ読み取り可能な
媒体の例は、ハードドライブ、ネットワーク接続ストレージ（ＮＡＳ）、読み出し専用メ
モリ、ランダムアクセスメモリ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、及
び他の光学的・非光学的なデータストレージデバイスを含む。また、コンピュータ読み取
り可能な媒体は、コンピュータ読み取り可能なコードが格納されて分散処理で実行される
ように、コンピュータシステムが接続されたネットワークにわたって分散されているもよ
い。さらに、コンピュータ読み取り可能な媒体上のコンピュータ読み取り可能なコードと
して実現されたグラフィカルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）は、本発明の実施形態を
行うためのユーザインターフェイスを提供するように改良されることが可能である。
【００８５】
　本発明は、いくつかの実施形態に関して記述されてきたが、当然のことながら、当業者
が上記の記述を読んで図面を検討することにより、種々の変更、追加、置換及び同等物を
考え出すであろう。したがって、本発明は、それらのすべての変更、追加、置換、及び同
等物を、本発明の真の精神及び要旨の中にあるものとして、含むことを意図するものであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の一実施の形態において、多くの隣接するレイアウト形状と、レイアウト
形状のそれぞれの描画に使用される光強度の代表例を示す図である。
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【図２】本発明の一実施の形態において、ダイナミックアレイ・アーキテクチャを定義付
けするのに使用されるレイアウトの積み重ねの概略を示す図である。
【図３Ａ】本発明の一実施の形態において、限定的なトポロジの定義付けを容易にするダ
イナミックアレイに投影される基本グリッドの一例を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施の形態において、ダイの分離領域にわたって投影される分離基
本グリッドの一例を示す図である。
【図３Ｃ】本発明の一実施の形態において、ダイナミックアレイに適合するように定義付
けされた線形形状の一例を示す図である。
【図３Ｄ】本発明の一実施の形態において、ダイナミックアレイに適合するように定義付
けされた線形形状の別の一例を示す図である。
【図４】本発明の一実施の形態において、ダイナミックアレイの一例の拡散層レイアウト
を示す図である。
【図５】本発明の一実施の形態において、ゲート電極層と、図４の拡散層の上及び隣の拡
散コンタクト層を示す図である。
【図６】本発明の一実施の形態において、図５のゲート電極層の上及び隣に定義付けされ
たゲート電極コンタクト層を示す図である。
【図７Ａ】ゲート電極のコンタクトを作る従来のアプローチを示す図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施の形態により定義付けされるゲート電極コンタクトを示す図で
ある。
【図８Ａ】本発明の一実施の形態において、図６のゲート電極コンタクト層の上及び隣に
定義付けされたメタル１層を示す図である。
【図８Ｂ】他のメタル１トラックにおいて、メタル１のグランド及びパワーのトラックの
ためのより幅の広いトラックを有する図８Ａのメタル１層を示す図である。
【図９】本発明の一実施の形態において、図８Ａのメタル１層の上及び隣に定義付けされ
たヴィア１層を示す図である。
【図１０】本発明の一実施の形態において、図９のヴィア１層の上及び隣に定義付けされ
たメタル２層を示す図である。
【図１１】本発明の一実施の形態において、第１及び第２参照方向（ｘ）及び（ｙ）に対
して第１対角線方向にダイナミックアレイを横断する導電体トラックを示す図である。
【図１２】本発明の一実施の形態において、第１及び第２参照方向（ｘ）及び（ｙ）に対
して第２対角線方向にダイナミックアレイを横断する導電体トラックを示す図である。
【図１３Ａ】本発明の一実施の形態において、リソグラフィ補強の拡散コンタクト及びゲ
ート電極コンタクトに使用されるサブ解像度コンタクトレイアウトの一例を示す図である
。
【図１３Ｂ】本発明の一実施の形態において、可能な範囲内でグリッドを満たすように定
義付けされたサブ解像度のコンタクトを有する図１３Ａのサブ解像度コンタクトレイアウ
トを示す図である。
【図１３Ｃ】本発明の一実施の形態において、種々の形状をしたサブ解像度コンタクトを
利用したサブ解像度コンタクトレイアウトの一例を示す図である。
【図１３Ｄ】本発明の一実施の形態において、サブ解像度コンタクトを有する交互位相シ
フトマスク（ＡＰＳＭ）の一例を示す図である。
【図１４】本発明の一実施の形態において、半導体チップ構成を示す図である。
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